
奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月２１日

奈良県公安委員会

委員長 和田林 道 宜

奈良県公安委員会規則第５号

奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県公安委員会規則第１４号）の一

部を次のように改正する。

第２５条の２中「第２１条第３項」を「第２１条第６項」に、「第３０条の９第３項

」を「第３０条の７第４項」に、「第３０条の１０第２項」を「第３０条の８第２項」

に、「第３０条の１３第２項」を「第３０条の１１第２項」に改める。

第２５条の５中「第１０１条の２の２第５項」を「第１０１条の２の２第７項」に改

める。

第２７条の２第１項中「第３０条の１０第１項」を「第３０条の８第１項」に、「運

転経歴証明書交付申請書」を「運転経歴証明書交付等申請書」に、「第３０条の１３第

１項」を「第３０条の１１第１項」に、「運転経歴証明書交付・再交付申請書」を「運

転経歴証明書交付・再交付等（申請書・登録票）」に改め、同条第２項中「第３０条の

１２第２項」を「第３０条の１０第２項及び規則第３０条の１５第２項」に、「運転経

歴証明書記載事項変更届」を「運転免許証等記載事項変更届」に改める。

別表第１法第９４条第２項の項の次に次のように加える。

法第９５条の２第１項 特定免許情報の記録の申請※１ 運転免許課長又は

警察署長

法第９５条の２第４項 免許証の返納※１ 運転免許課長又は

警察署長

法第９５条の２第１０項 免許情報記録の抹消の届出※１ 運転免許課長又は

警察署長



法第９５条の２第１１項 免許証の交付の申請※１ 運転免許課長又は

警察署長

別表第１法第１０１条第１項及び法第１０１条の２第１項の項中「免許証」を「免許

証又は免許情報記録（以下「免許証等」という。）」に、「※１」を「※２」に、「※

２」を「※３」に改める。

別表第１法第１０１条の２の２第１項の項中「免許証」を「免許証等」に改める。

別表第１法第１０４条の４第５項の項中「法第１０４条の４第５項」を「法第１０５

条の２第１項」に改める。

別表第１法第１０５条第２項の項を次のように改める。

法第１０５条の２第３項 運転経歴情報の記録の申請 運転免許課長又は

警察署長

別表第１法第１０７条第１項の項中「法第１０７条第１項」を「法第１０６条の３第

１項」に改め、同表法第１０７条第３項の項中「法第１０７条第３項」を「法第１０６

条の３第４項」に改め、同項の次に次のように加える。

法第１０６条の４第１項 免許情報記録の抹消 運転免許課長又は

住所地を管轄する

警察署長

別表第１法第１０８条の２第１項（第１号、第１５号及び第１６号を除く。）及び第

２項の項中「※３」を「※４」に、「※２」を「※３」に改める。

別表第１規則第３０条の１２第１項の項中「規則第３０条の１２第１項」を「規則第

３０条の１０第１項」に、同表規則第３０条の１３第１項の項中「規則第３０条の１３

第１項」を「規則第３０条の１１第１項」に、同表規則第３０条の１４の項中「規則第

３０条の１４」を「規則第３０条の１２第１項、第２項及び第３項」に改め、同項の次

に次のように加える。



規則第３０条の１５第１項 運転経歴情報の変更の届出 運転免許課長又は

警察署長

規則第３０条の１６第１項 運転経歴情報の抹消の申請 運転免許課長又は

及び第２項 警察署長

別表第１中

「※１ 警察署長を経由して行う申請は、法第９２条の２第１項の表の備考１の２の

優良運転者又は法第１０１条の４第１項の７０歳以上の者の特例を受ける者で

法第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講習を受けたものによるものに限る。

※２ 橿原警察署長を除く。

※３ 警察署長を経由して行う申請は、法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる

講習を受けようとする者によるものに限る。 」

を

「※１ 警察署長を経由して行う申請は、法第１０１条第１項又は法第１０１条の２

第１項の規定による免許証等の更新を受けようとする者によるものその他警察

本部長が必要と認めるものに限る。

※２ 警察署長を経由して行う申請は、法第９５条の６第１項の表の備考一のロの

優良運転者、同表の備考一のハの一般運転者又は法第１０１条の４第１項の７

０歳以上の者の特例を受ける者で法第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講

習を受けたものによるものに限る。

※３ 橿原警察署長を除く。

※４ 警察署長を経由して行う申請は、法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる

講習を受けようとする者によるものに限る。 」

に改める。

別記様式第１４号を次のように改める。



別記様式第14号（第18条） 

受 付     年  月  日 
教習修了

年 月 日 
    年  月  日 

番 号 第         号 

教 習 申 出 書 

    年  月  日  

 

   奈良県公安委員会 殿 

 

氏名             

本籍又は国籍等   

住 所   

ふ り が な   
生 年 月 日 

氏 名   
 年  月  日生 

勤 務 先 電話           番 

職務上の地位   
職 務 の
内 容   

運 転 免 許 

免 許 証 番 号 又 は 

免許情報記録の番号 
第                  号 

交付等    年  月  日   公安委員会  

免 許 の 種 類 免 許 年 月 日 免 許 の 条 件 

  ・  ・  ・ 

  
  ・  ・  ・ 

  ・  ・  ・ 

  ・  ・  ・ 

備 考   

 



別記様式第１９号の４中「第１０１条の２の２第５項」を「第１０１条の２の２第７

項」に改める。

別記様式第２０号及び別記様式第２０号の２中「高齢運転者等支援室」を「試験係」

に、「０７４４－２２－５５４２」を「０７４４－２５－５２２４」に改める。

別記様式第２０号の４の６及び別記様式第２０号の４の７中「免許証の番号」を「免

許証番号又は免許情報記録の番号」に、「公安委員会交付」を「公安委員会交付等」に

改める。

別記様式第２０号の６の４を次のように改める。



別記様式第20号の６の４（第26条関係） 

臨 時 適 性 検 査 通 知 書 （国 際 運 転 免 許 証 等） 

 

奈公委 第     号  

年  月  日  

 住 所 

 

              殿 

 

奈良県公安委員会  印  

 

 

 

 道路交通法第107条の４第１項に規定する臨時適性検査を下記のとおり実施しますので

通知します。 

 

適性検査を行う理由 

   

適性検査を行う期日 

  

適性検査を行う場所 

  

その他必要な事項 

  

備 考 

  

  

 

   奈良県警察本部交通部運転免許課 
 試験係 
 橿原市葛本町120番地の3 
 電話 0744―25―5224 

 



別記様式第２１号の２を次のように改める。



別記様式第２１号の２（第２７条の２関係）

奈良県公安委員会 殿

処理内容

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※記載事項に変更がある方は、裏面の記載欄に記入してください。

（表）

有 ・ 無運転経歴情報記録個人番号カードの紛失等の事情の有無

□ 有 □ 無 点検者

【再交付】
本人確認 受         理 経歴証明書交付年月日

所属

□ その他（             ）
受付・写真審査者

記載事項変更 受付印

氏 名

生年月日

 □ 可

 □ 不可

【失効免許証による経歴交付】
運転免許証失効年月日

経歴Ｎｏ． 運転免許課登録確認欄

５年以内確認

代理人氏名

暗証番号
（数字を記入）

□ 個人番号カード

     年     月     日

【交付】
申請取消年月日

電話番号ﾌﾘｶﾞﾅ

【申請者】 □ 代理申請 □ 郵送希望 □ シール希望

写真
貼付欄

縦3.0cm
×

横2.4cm

□ 交付 □ 失効免許証による経歴交付 □ 再交付

運転経歴証明書交付・再交付等（ 申請書・登録票 ）

資料区分 36 申請日   年  月  日
手続後
希望

免等 ・ マ

現保有
状況 免等 ・ マ



年 月 日 ～ 年 月 日 の 間

（裏）

【運転免許証等を失効されている方】

確認書

 失効した運転免許証等に係る運転免許の有効期間が満了する日において、
免許の取消しの基準等の除外理由に該当していた場合は、この手続が無効と
なること、また、この運転経歴証明書の交付等を受けた場合は、運転免許試
験の一部免除の手続による再申請ができないことは知っております。

署 名

（最後に経歴証明書があることを確認した日）

私は、下記の状況により、経歴証明書を亡失・滅失しました。
再交付を受けた後、亡失した経歴証明書が見つかったときは、速やかに返納します。

□ なくした □ 盗難にあった □ その他（              ）

い
つ
ど
こ
で

日
付

（経歴証明書がないことに気がついた日）

場
所

※「不明」とは記入しないでください。

経歴証明書(亡失・滅失)てん末書

【住所などに変更がある方】
変更内容

新住所

その他

確認書類 □ 住民票 □ 個人番号カード □ その他（      ）

手数料（収入証紙）貼付欄

【経歴証明書を亡失されている方】



別記様式第２１号の３を次のように改める。



別記様式第２１号の３（第２７条の２関係）

奈良県公安委員会　　殿

続柄

フ　リ　ガ　ナ

 確 認 書 類　　住民票・個人番号ｶｰﾄﾞ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現保有状況

免許証 ・ 免許情報記録個人番号カード 

運転経歴証明書・運転経歴情報記録個人番号カード

メッセージ連絡欄

　
※
太
線
の
枠
内
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

新 本 籍
（国籍）

新 住 所

（代理人申請の場合）

届 出 者

新 氏 名

フ　リ　ガ　ナ

氏　　名

受 理 所 属新 生 年 月 日

　　　　　年　　　　　月　　　　　日記
　
載
　
事
　
項
　
変
　
更

運転免許証等記載事項変更届

届　出　日

　　　　　年　　　　月　　　　日

電 話 番 号

受 付 印

IC未済

住所

5

※IC未済の場合、「IC未済」を〇で囲む

6

担当者

住所
氏名

IC追記者 最終確認

7
本籍

住所

氏名
8

生年
月日

4
本籍
住所

2

処 理 絞 り 込 み

本籍
本籍
氏名

1 氏名 3



別記様式第２２号を次のように改める。



別記様式第 22 号（第 28 条関係） 

緊 急 自 動 車 運 転 資 格 審 査 申 請 書 

 

    年  月  日  

 奈 良 県 公 安 委 員 会 殿 

氏 名 ・ 生 年 月 日   年  月  日  

住 所   

審査に係る緊急自動車の

種 類 

大 型 中 型 準中型 普 通 大自二 普自二 小型二輪 

ＭＴ車    ＡＴ車  

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

交付等公安委員会名 公 安 委 員 会    

交 付 等 年 月 日 年  月  日 有 効 期 限 年  月  日  

免 許 証 番 号 第                     号 

免許情報記録の番号 第                     号 

第 一 種

免 許 

二・小・原 年     月     日  

そ の 他 年     月     日  

第 二 種 免 許 年     月     日  

免 許 の 種 類 

大

型 

中

型 

準

中

型 

普

通 

大

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

特 

原

付 

牽 
 

引 

大

型

二 

中

型

二 

普

通

二 

大

特

二 

牽 

引 

二 

免 許 の 条 件   

緊急自動車

の 使 用 者 

所 在 地   

職 名   

氏 名  

備考 
 １ 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類は、該当するものを○で囲むこと。 

２ 「ＭＴ車」は、ＡＴ車以外の自動車をいう。 
 



附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和７年３月２４日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。
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